
１０．店頭回収や集団回収に関する市民団体等の取組事例 
 

（１）「全国牛乳パックの再利用を考える連絡会」の取組事例 

 

1984 年、山梨県の主婦グループが牛乳パック再利用運動を開始。85 年、連絡

会を発足。 

全国牛乳容器環境協議会と協働して、全国に回収ボックスを無料配布してい

る。 

＜回収ボックス設置例＞ 

 

 

牛乳パック回収ボックス配布状況 

（2001 年～2005 年２月末現在 計 4862 個、04 年度は２月末までに 300 箇所、1500 個） 

都道府県 設置数 都道府県 設置数  都道府県  設置数  都道府県  設置数 

北海道   １８５ 東京都   ４２０ 滋賀県   １１０ 香川県   ５５ 

青森県    ５５ 神奈川県   １１０ 京都府    ７５ 愛媛県   ４０ 

岩手県    ６０ 新潟県    ４５ 奈良県    ９５ 高知県    ５ 

秋田県    １５ 富山県    ２０ 大阪府   ２４５ 福岡県   ８０ 

宮城県    ４０ 石川県    ４５ 和歌山県     ５ 佐賀県   １５ 

山形県    ３５ 福井県    ４５ 兵庫県   １７０ 長崎県    ５ 

福島県   １１５ 長野県   ３７０ 鳥取県    １０ 大分県   ２５ 

群馬県   １１０ 岐阜県   ２１０ 岡山県    １０ 熊本県  １９５ 

栃木県    ４０ 山梨県    ８５ 島根県   １２５ 宮崎県   ２０ 

茨城県   １２５ 静岡県   １６５ 広島県   ２０５ 鹿児島県  ２１５ 

埼玉県   ４５２ 愛知県   １４５ 山口県     ５ 沖縄県  １２０ 

千葉県    ５０ 三重県    １５ 徳島県    ６５ 海外（ﾌｨﾘﾋﾟﾝ）   １０ 



（参考）牛乳パック回収ボックス配布先アンケート結果 

（全国牛乳パックの再利用を考える連絡会調べ） 

アンケート実施期間         ２００４年２月～８月 

回収ボックス配布数         １,１００個 

アンケート発送数          １１７カ所 

アンケート回収数          ５２カ所 

有効回答数             ４８カ所 

回答先設置個数           ４１５個 

回収量（Kg/ 月）          ２,７３４Kg/ 月 

1 箇所当たりの月平均回収量      ６.６Kｇ 

全国回収量（推計） 

国内配布個数 4852 個×6．6Kg×12 月/年＝３８４トン／年(推定量） 

※回収ボックスの申し込みは、自治体からが最も多く、次いで福祉作業所、

学校の順となっている。自治体では、学校や保育所、幼稚園を設置先と

しているところが多く、その他、庁舎内、公民館など公的施設に設置し

ている。事業所や紙パック関係企業の設置先も増えてきている。 

 

アンケートに寄せられた主な感想 

• ボックスの形状が児童の人気となっていて、設置後の回収量が増えた。 

  （目立つので児童が注目するようになった等、１４件） 

• 公的施設に設置してから、近所の人が持参するようになった。  

市庁舎内に設置したが、目立たない場所にもかかわらず予想以上に協力

を得ている。（市の職員や住民が協力してくれるようになった等、１３件） 

• 園児が牛乳パックをたくさん入れたいため、牛乳を多く飲むようになっ

た。 

• 町のエコステーションである GS に設置。給油に訪れる人が家から持参す

るようになった。 

• PR・啓発用、として設置している（２件） 

• 事業系のものはリサイクルしていたが、ボックス設置後、従業員が家庭

からのものを持参するようになった。（４件） 

 



（２）全国生活学校連絡協議会の取組事例 

～岐阜県可児市生活学校の事例から～ 

 

ごみ問題は行政に任せるのだけではなく、住民との共同による取組が必

要との考えから、住民が参加しやすい方法で、リサイクル品目を一括して

回収するステーションを、平成 11 年４月 25 日より開設している。 

 

○回収日時 

毎月第４日曜日 

  午前 ９時 から １１時まで 

○回収品目（１６品目） 

 無色のビン 茶色のビン その他の色のビン 

 生きビン  アルミ缶  スチール缶  

 ペットボトル トレイ（発泡スチロール）   

 新聞紙 雑誌・書籍 チラシ ダンボール  

 紙容器 紙パック  古着  レジ袋 

 

回収ステーションにおける回収状況（四捨五入のため合計に一致しない） 
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（３）飲料容器自動回収機導入事例（ＴＯＭＲＡ社の事例） 

①TOMRA 飲料容器リサイクルシステム： 基本特性 
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圧縮された 
 
 
 

 
・ 回収アイテム ：ペットボトル、スチール缶、アルミ缶 

・ 回収時間   ：24 時間 365 日資源を回収 

・ インセンティブ：ポイントカード、クーポン、地域通貨等を発行 

生活者参加型回収システム 
 
 
 

 
・ 選別・分別：容器の素材を瞬時に識別・分別、異物の排除 
・ 減容     ：ペットボトル  - 破砕 ： 1/10 に減容 

飲料缶   -  圧縮 ： 1/6 に減容 

回収現場で一次処理 
 
 

 
・ 回収から再生まで効率的・適正な循環型リサイクルチェーン 
・ 地域パートナーとの協働 

リサイクルチェーンの構築 
社会の構築 環境負荷の低減 

成果 
リサイクルの推
ポイン

飲料缶 
 生活者のリサイクル参加促進 

 分かりやすい情報提供 

 環境意識の向上、排出マナー改善 

=「ゴミ捨て」から「リサイクルへ」 

 資源回収率の向上 

 地域振興プログラムとの連動 

 収集運搬・中間処理・再生処理コストの削減 

 資源価値の向上 

＝再生事業者からも認められる高品質 

 運搬等に関わる環境負荷の低減 
トカード、クーポンの例 



②TOMRA 飲料容器リサイクルシステム： 自治体導入事例 

 
町 

年度

H13 

路地 

回収 

100%

106t 

 人口 ：約

 導入 ：平

 導入数 ：7ヵ

インセンティブ

→容器投入ご

や地元商店街の

 導入後1年間

 最大回収ロケ

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

1月 3月 5月 7月 9月 11月

H14（導入前）

H16（導入後）

年度別月間容器回収量推移（本） 

市 

 

 人口  ：約50,000人 

 導入  ：平成15年11月 

 導入数 ：13ヵ所28台設置（ペットボトル、缶） 

インセンティブ ：ポイントカード 

→容器投入ごとにポイントがつき、環境商品や地元の

商店街の商品券などと交換 

 自動回収機のみで50％以上の回収率を達成 

 導入後のPETボトル年間回収量が、導入前に比べ

80％増加 

 

 

福井県丸岡
岐阜県瑞穂
180t 

別飲料缶回収量推移 

H15 H14 

RVM 

80% 54% 

46% 20% 

147t 

 

30,000人 

成14年7月 

所7台設置（缶） 

 ：ポイントカード 

とにポイントがつき、町内温泉の回数券

商品券などと交換 

で回収率が68％→78％へ向上 

ーションでは、缶を年間200万本回収 



③TOMRA 飲料容器リサイクルシステム： 小売店導入事例 
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東京都杉並区 西友浜田山
 立地 ：東京都杉並区浜田山 駅前商店街 

 業態 ：食品スーパーマーケット 

 導入 ：平成14年10月 

 導入システム：食品容器4アイテム回収 

 （ペットボトル/飲料缶/食品トレイ/牛乳パック） 

 インセンティブ：ロト方式でクーポンを発行 

 累計回収量  ：ペットボトル100万本、缶55万本 

 ペットボトル  ：1日1,000～2,000本を回収 

本 900本 1280本

7.9％

6.5％

％

前 1年目 2年目

ボトル1日平均回収量 来店客のリサイクル参加率



１１．店頭回収や集団回収を自治体が支援している事例 

（１）店頭回収における支援事例 

 
自治体等の名称 

及び制度名 
制度概要 

流山市 

リサイクル協力店制度 

ごみ減量とリサイクル活動に積極的に取り組んでい

る店等をリサイクル協力店として認定し、ステッカー

を発行。 

 
店頭回収品目：牛乳パック、食品トレー、空き缶、空

きびん、その他 

南足柄市 

エコショップ認定制度 

環境にやさしい商品の取り扱い、包装の簡素化、食

品トレイ等の店頭回収等、環境に配慮した販売活動や

ごみの減量化・リサイクルに積極的に取り組んでいる

小売店等をエコショップとして認定し、認定書とエコ

ショップ認定ステッカーを交付。また、市の広報誌や

ホームページを通じて市民にＰＲ。 

 

店頭回収品目：紙パック、食品トレイ、空き容器 

伊丹市 

ごみ減量化・再資源化

推進宣言の店・事務所

の制度 

ごみの減量・再資源化に取り組んでいる店舗や事業

所を「ごみ減量化・再資源化推進宣言の店・事務所（エ

コショップ）」として指定し、認定書とステッカーを交

付。 

 

店頭回収品目：牛乳パック、空き缶、食品トレイ、ペ

ットボトル 



（２）集団回収における支援事例 

 

自治体等の 

名称及び制度名 
制度概要 実績 

仙台市 

集団資源回収

実施団体登録 

地域の市民が自主的に行う有価

物の回収について、集団資源回収実

施団体として登録した団体に対し

て、奨励金を交付する。 
 
対象：古紙類、古繊維、アルミ缶、

空きびん 

基本額：５００円（半期ごと） 

実施月割額： 

１，０００円×実施月数

回収量割：３円×回収ｋｇ 

※このほか、資源回収用保管庫の無償貸

与も行っている。 

実施団体数：約１，２００ 

奨励金交付額：約１億１，５２３万円 
古紙類 ３３，４１３ｔ 
アルミ缶   １６８ｔ 
古繊維    ９４３ｔ 
空きびん   ２５０ｔ 
（大半が生きびん） 

計   ３４，７７４ｔ

埼玉県久喜宮

代衛生組合 

資源集団回収

事業報奨金交

付制度 

リサイクルの推進やごみの減量

を推進するため、久喜宮代衛生組合

に資源集団回収団体の登録をした

団体に対して、報奨金を交付する。 
 
対象：新聞、雑誌、雑紙、段ボール、

牛乳パック、古衣料、リター

ナブルびん、スチール缶、

アルミ缶 

報奨金：１ｋｇにつき７円 

（びんは１本７円） 

実施団体数：４４ 

報奨金交付額：約９０５万円 

紙類  １，６８４ｔ 

古衣料    １８ｔ 

缶類      ６ｔ 

（大半がアルミ缶） 

計    １，７０８ｔ 

 リターナブルびん ６，２４４本 

神戸市 

資源集団回収

活動助成制度 

市へ登録した資源集団回収活動

を実施している市民団体に対して、

助成金を交付する。助成内容は、回

収方式によって２つに区分されて

いる。 

 

（拠点回収方式） 

新聞、雑誌、段ボール：２円／ｋｇ

古布、牛乳パック、アルミ缶、びん：

３円／ｋｇ 

（各戸回収方式） 

新聞、雑誌、段ボール：１円／ｋｇ 

実施団体数：１，６６９ 

助成金交付額：約１億９，０６５万円

新聞     ２７，０２２ｔ 

 雑誌      ９，１８２ｔ 

 段ボール    ３，７７４ｔ 

 紙パック       ５８ｔ 

 古布      １，０６７ｔ 

 アルミ缶      ３４２ｔ 

 びん          ２ｔ 

 その他（ペットボトル等）８ｔ 

 計      ４１，４５５ｔ 

 



１２．参照条文

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律

（平成七年六月十六日法律第百十二号）

（定義）

第二条

６ この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第八条に規定する市

町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた

物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定め

る設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定す

る施設において保管されているもの（有償又は無償で譲渡できることが明ら

かで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く ）をい。

う。

○容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三条第一項の

規定に基づく、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の

促進等に関する基本方針（平成八年三月二十五日環境庁、大蔵省、厚生省、

農林水産省、通商産業省告示第一号）

三容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び

容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項

市町村の実情に応じ、住民等が行う集団回収、拠点回収等を活用･････････

した分別収集を促進することが効果的であり、集団回収等の取組に対する支

援についても検討する必要がある。･･････

○循環型社会形成推進基本法

（平成十二年六月二日法律第百十号）

（適切な役割分担等）

第四条 循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事

業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられ、かつ、当該措置に要する費

用がこれらの者により適正かつ公平に負担されることにより、行われなけれ

ばならない。


